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団体名 基準等

映
画
娯
楽

映画倫理委員会（Ｓ３１．１２設立・Ｈ２１．４名称変更）
中央区銀座３―９―１８東銀座ビル２Ｆ
TEL ０３―３５４１―２７１７
年少者映画審議会

・映画倫理綱領 （新たに制定） Ｈ２１．４
・映画の区分と審査方針 〃 Ｈ２１．４
・映画宣伝広告審査基準 〃 Ｈ２１．４
・年少者映画審議会規程 Ｈ２１．４改訂

全国興行生活衛生同業組合連合会（Ｓ３３．３）
港区新橋６―８―２全国衛生会館６階
TEL ０３―５４０８―５４４６
東京都興行生活衛生同業組合

・深夜興行等に関する申し合せ Ｓ４０．８
〔午後１１時以降の１８歳未満者の立入禁止等〕
・自主規制厳守事項 Ｈ１０．４
〔映倫の区分指定（PG１２，R１５＋，R１８＋）による入場の遵守〕

（社）映画産業団体連合会（Ｓ２８．３．１３）
中央区日本橋１―１７―１２日本橋ビルディング２階
TEL ０３―３２４３―５５８５

・深夜興行等に関する申し合せ Ｓ４０．８
〔成人向け映画への１８歳未満者の立入禁止等〕
・映画倫理委員会の新審査基準の遵守と運営協力 Ｈ２１．５

（社）日本アミューズメントマシン工業協会（Ｈ元．６）
千代田区九段南３―８―１１飛栄九段ビル８階
TEL ０３―３５５６―５５２２

・健全化を阻害する機械基準 Ｈ１４．１０改訂

ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
等

（社）映像倫理機構（Ｈ２２．１０）
千代田区平河町１―７―３半蔵門堀切ビル３階
TEL ０３―３５５６―２５９５

・映像ソフト倫理規程，審査規則 Ｈ２２．１０
・法規範及び社会規範，性表現に関する審査基準・Ｒ指定に関する審査
基準・タイトル，パッケージ及び宣伝広告物に関する審査基準 Ｈ２２．１０

・ビデオ本体及びパッケージの審査区分別シール貼付義務
（DVDソフトには印刷明示義務） Ｈ２２．１０

（社）コンピュータソフトウェア倫理機構（Ｈ４．１０）
港区浜松町１―２―１４ユーデン浜松町ビル５階
TEL ０３―５４７３―０９３７

・一般社団法人 コンピュータソフトウェア倫理規程 Ｈ２１．８改訂
・機構加盟会社（ソフ倫）シール採用 Ｈ４．１２
・１８歳未満販売禁止シール採用 Ｈ４．１２
・Ｒ指定（１５歳未満販売禁止）シール採用 Ｈ６．７

（社）コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
（Ｈ８．８）

港区西新橋１―２２―１０西新橋アネックス３階
TEL ０３―３５９１―９１５１

・コンピュータエンターテインメントソフトウエア倫理規定 Ｈ９．７
・暴力表現を含む作品に対し注意喚起マークを導入 Ｈ１１．９改訂
・新たに発足した任意団体「コンピュータエンターテインメントレー
ティング機構（CERO）」の設立に伴い，注意喚起マークを廃止。
実質的な運用についてはCEROへ移行。 Ｈ１４．１０改訂

特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメント
レーテイング機構（CERO）（Ｈ１４．６）

千代田区神田鍛治町２―３―１神田高野ビル４階
TEL ０３―５２８９―７９２８

・CERO倫理規定制定の上，「年齢別レーテイング制度」における審査を実施
Ｈ１４．１０

（社）日本映像ソフト協会（Ｓ５３．３）
中央区築地２―１２―１０築地ＭＦビル２６号館３階
TEL ０３―３５４２―４４３３

・映像ソフト倫理基準 Ｈ８．９改訂

出

版

出版倫理協議会（Ｓ３８．１２）－特別委員会（Ｈ３．２）
千代田区神田駿河台１―７ 日本雑誌協会内
TEL ０３―３２９１―０７７５
（社）日本書籍出版協会（Ｓ３１．１）
（社）日本雑誌協会（Ｓ３１．１）
（社）日本出版取次協会（Ｓ２８．２）
日本書店商業組合連合会（Ｓ６３．８）

・出版倫理綱領 Ｓ３２．１０
・雑誌編集倫理綱領 Ｈ９．６改訂
・雑誌・人権ボックスの設置 Ｈ１４．３
・出版取次倫理綱領 Ｓ３７．４
・出版販売倫理綱領 Ｈ１６．２改訂
・「１８歳未満の青少年に成人向け出版物は販売できません」
ステッカーの作製 Ｈ１０．６

・出版ゾーニング委員会の設置 Ｈ１３．９

出版倫理懇話会（Ｓ６０．５）
（事務局）新宿区山吹町３３１
ダイアボックス（株）ダイアプレス内
TEL ０３―５２６１―５４５４
編集倫理委員会（Ｓ６０．５）
コミック問題委員会（Ｈ３．１）

・編集倫理綱領 Ｓ６０．５
・成人向け雑誌マークの取り扱いについて Ｈ８．７

広
告

（社）日本広告審査機構（略称：JARO）（Ｓ４９．１０）
中央区築地２―１１―２６築地MKビル８階
TEL ０３―３５４１―２８１３

・日本広告審査機構審査基準 Ｓ５３．２

（社）全日本広告連盟（Ｓ３４．３）
中央区銀座７―４―１７電通銀座ビル７階
TEL ０３―３５６９―３５６６

・（社）全日本広告連盟広告綱領 Ｓ６１．５改定

（平成２２年１２月１日現在）
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団体名 基準等

広

告

（社）日本アドバタイザーズ協会（Ｓ４５．４）
中央区銀座３―１０―７銀座東和ビル８階
TEL ０３―３５８１―０９９２

・倫理綱領 Ｓ３５．１２
Ｈ１９．２改定

（社）日本広告業協会（Ｓ４５．５）
中央区銀座７―４―１７電通銀座ビル８階
TEL ０３―５５６８―０８７６

・日本広告業協会広告倫理綱領 Ｓ４６．５
Ｈ１６．５改定

（社）日本雑誌広告協会（Ｓ４９．６）
千代田区神田駿河台１―７ 日本雑誌会館内
TEL ０３―３２９１―６２０２

・雑誌広告倫理綱領 Ｓ３３．５
・雑誌広告掲載基準（平成１６年７月改訂）
・雑誌広告掲載基準〈追補版〉（平成２１年４月発行）

（社）全日本屋外広告業団体連合会（Ｓ４０．１２）
墨田区亀沢１―１７―１４屋外広告会館
TEL ０３―３６２６―２２３１

・屋外広告倫理要綱 Ｓ３９．８

（社）全日本シーエム放送連盟（Ｈ５．６）
港区新橋３―１―１１長友ランディックビル５階
TEL ０３―３５００―３２６１

・ACC・シーエム倫理綱領 Ｓ４６．５

スポーツ７紙広告掲載基準委員会
東京中日スポーツ
サンケイスポーツ
スポーツ報知
日刊スポーツ
スポーツニッポン
デイリースポーツ
東京スポーツ

※７社独自の持ち回り勉強会（月１回） Ｈ５．７～

ダ
イ
ヤ
ル
Ｑ
２

（社）全日本情報通信サービス協会（Ｓ５５．６）
港区虎ノ門３―８―８ＮＴＴ虎ノ門ビル１階
TEL ０３―６４２６―２２６６
倫理委員会（Ｈ元．７）

※Ｈ１５．９に（社）全日本テレホンサービス協会より名称変更

・有料情報サービスに関する倫理規程 Ｈ１１．１０改訂

カ
ラ
オ
ケ

日本カラオケスタジオ協会（Ｈ３．１１）
千代田区平河町１―４―３
平河町伏見ビル５階
TEL ０３―３２２１―２４９１
各都道府県協会

・カラオケボックス運営における自主規制基準 Ｈ５．６
・管理者講習会の実施 Ｈ５．７～

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連

（社）電気通信事業者協会（Ｓ６２．９）
港区西新橋１―１―３東京桜田ビル４階
TEL ０３―３５０２―０９９１

・ｅ―ネットキャラバンの実施 Ｈ１７．１１
・「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン Ｈ１８．３
・有害サイトアクセス制限サービス〈フィルタリングサービス〉
PRキャンペーンの実施 Ｈ１８．７

・「有害サイトアクセス制限サービス（フィルタリングサービス）の
更なる普及促進に向けた取組の実施について」の公表 Ｈ１８．１１

・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン Ｈ１８．１１
・違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項 Ｈ１８．１１
・安心ネットづくり促進協議会への加入及び活動の推進 Ｈ２１．２
・「青少年への携帯電話等フィルタリングサービス加入奨励に関する指針」
の公表 Ｈ２２．４

（社）テレコムサービス協会（Ｓ６３．４）
中央区日本橋人形町３―１０―２フローラビル８階
TEL ０３―５６４４―７５００

・ｅ―ネットキャラバンの実施 Ｈ１７．１１
・「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン Ｈ１９．６
・インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関する
ガイドライン Ｈ１５．５改定

・電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン
（電気通信サービス向上推進協議会，Ｈ２２．６改訂）

・インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン
（（社）テレコムサービス協会，（社）電気通信事業者協会，（社）日本インター
ネットプロバイダー協会，（社）日本ケーブルテレビ連盟 Ｈ１７．１０）

・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン
（違法情報等対応連絡会 Ｈ２２．９改訂）

・違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項
（違法情報等対応連絡会 Ｈ２２．９改訂）

・プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン
（プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会 Ｈ１９．２）
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団体名 基準等

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連

（社）日本インターネットプロバイダー協会（Ｈ１３．１）
渋谷区桜丘町３―２４カコー桜丘ビル６階
TEL ０３―５４５６―２３８０

・「迷惑メールを受け取ったら…」の公開 Ｈ１３．６
・ｅ―ネットキャラバンの実施 Ｈ１７．１１
・「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン Ｈ１８．３
・インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン Ｈ１８．１１
・違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項 Ｈ１８．１１

（財）インターネット協会（Ｈ１３．７）
港区新橋３―４―５新橋フロンティアビル６階
TEL ０３―３５００―３３５１

・電子ネットワーク運営における倫理綱領 Ｈ８．２
・電子ネットワーク運営における個人情報保護に関するガイドラインの
改訂第２版 Ｈ１７．３改訂

・インターネットを利用する方へのルール＆マナー集 Ｈ１７．４改訂
・インターネットを利用する子供のためのルールとマナー集 Ｈ１６．８改訂
・インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン Ｈ１３．２
・インターネットを利用する方のためのルール＆マナー集迷惑メール
対策編 Ｈ１４．１２

・ｅ―ネットキャラバンの実施 Ｈ１７．１１
・「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン Ｈ１８．３

（社）電子情報技術産業協会（Ｈ１２．１１）
千代田区大手町１―１―３大手センタービル
TEL ０３―５２１８―１０７０

・「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン
・市販パソコンへのフィルタリングソフト組み込み等を実施
・「青少年が健全にインターネットを利用するために～フィルタリング機能の活用」
の公開

（財）マルチメディア振興センター（Ｈ１８．４）
東京都港区虎ノ門３―２２―１秀和第二芝公園三丁目ビル２階
TEL ０３―５４０３―１０９０

・ｅ―ネットキャラバンの実施

（社）インターネットコンテンツ審査監視機構〔I-ROI〕（Ｈ２０．５）
品川区上大崎２―１５―２２神谷ビル４Ｆ
TEL ０３―５７３９―１６０１

・セルフレイティング基準とチェックシート Ｈ２２．５改定
・ｉコンプライアンス評価基準とチェックシート Ｈ２２．６改定

（社）モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（Ｈ２０．４）
港区西麻布１―４―３８千歳ビル３Ｆ
TEL ０３―６９１３―９２３５
基準策定委員会（Ｈ２０．４）
審査・運用監視委員会（Ｈ２０．４）

・コミュニティサイト運用管理体制認定基準・概説書 Ｈ２０．６（Ｈ２２．７一部改定）
・コミュニティサイト運用管理体制認定基準に基づく審査・認定及び
運用監視業務の実施 Ｈ２０．７

・サイト表現運用管理体制認定基準・概説書 Ｈ２１．７
・サイト表現運用管理体制認定基準に基づく審査・認定及び運用監視業務
の実施 Ｈ２０．１０

・携帯電話事業者が提供する「特定分類アクセス制限方式（いわゆるブ
ラックリスト方式）」におけるアクセス制限対象カテゴリー選択基準
に関する意見 Ｈ２０．９

・IT 啓発・教育プログラムの策定と啓発活動 Ｈ２０．９
・啓発・教育プログラムによるモデル授業の実施 Ｈ２１．６
・携帯電話販売店における実証教育プログラム実施 Ｈ２０．１２

放

送

（社）日本ケーブルテレビ連盟（Ｓ５５．９）
品川区西五反田７―１３―６ SDI 五反田ビル７階
TEL ０３―３４９０―２０２２

・日本ケーブルテレビ連盟放送基準 Ｈ１９．２改定

（社）日本民間放送連盟（Ｓ２６．７）
千代田区紀尾井町３―２３文藝春秋西館
TEL ０３―５２１３―７７１１

・日本民間放送連盟放送基準 Ｓ２６．１０（Ｈ１６．１改正）
・放送音楽などの取り扱い内規 Ｓ３４．７（Ｈ１６．１改訂）
・日本民間放送連盟報道指針 Ｈ９．６（Ｈ１５．２改正）
・児童向けコマーシャルに関する留意事項 Ｓ５７．３
・「青少年と放送」問題への対応について Ｈ１１．６
・「番組情報の事前表示」に関する考え方について Ｈ１３．７
・消費者金融CMの取扱に関する放送基準審議会見解 Ｈ１５．３（Ｈ１５．７改正）
・放送倫理基本綱領（民放連・NHK） Ｈ８．９
・アニメーション等の映像手法について（民放連・NHK） Ｈ１０．４（Ｈ１８．４改定）

放送倫理・番組向上機構（放送と青少年に関する委員会）
千代田区紀尾井町１―１千代田放送会館
TEL ０３―５２１２―７３３３〈視聴者応対専用電話〉
FAX ０３―５２１２―７３３０
http://www.bpo.gr.jp

・「放送倫理基本綱領」 （NHK・民放連によって制定Ｈ８．９．１９）
・バラエティー系番組に対する見解 （Ｈ１２．１１．２９）
・『衝撃的な事件・事故報道の子どもへの配慮』についての提言 （Ｈ１４．３．１５）
・「子ども向け番組」についての提言 （Ｈ１６．３．１９）
・「『出演者の心身に加えられる暴力』に関する見解」 （Ｈ１９．１０．２３）等

成人番組倫理委員会（Ｈ２２．１２改称）
港区虎ノ門５―８―８第３文成ビル２階
TEL ０３―５７７７―６４６１

・放送番組倫理規定及び番組審査基準 Ｈ９．１０
・番組審査に関するガイドライン Ｈ９．１０（Ｈ２２．５改訂）
・番組宣伝・広告などに関するガイドライン Ｈ９．１０（Ｈ２０．６改訂）



参考資料

２６８

団体名 基準等

放
送

（社）衛星放送協会（Ｈ１０．６）
港区虎ノ門２―９―８あまかすビル４階
TEL ０３―３５９７―３２１１

・衛星放送協会放送基準 Ｈ１１．１
・成人向エンターテイメント放送基準 Ｈ１１．５
・広告放送のガイドライン Ｈ１５．１１（Ｈ２１．７改訂）

新

聞

（社）日本新聞協会（Ｓ２１．７）
千代田区内幸町２―２―１日本プレスセンタービル７階
TEL ０３―３５９１―４４０１

・新聞倫理綱領 Ｈ１２．６
・新聞販売綱領 Ｈ１３．６
・新聞折り込み広告基準 Ｓ３７．９（Ｈ１４．５改正）
・新聞広告倫理綱領 Ｓ３３．１０（Ｓ５１．５改正）

レ
コ
ー
ド

（社）日本レコード協会（Ｓ１７．４）
港区北青山２―１２―１６北青山吉川ビル１１Ｆ
TEL ０３―６４０６―０５１０
レコード倫理審査会（協会内）（Ｓ３０．４）

・レコード倫理綱領 Ｓ２７．１１（Ｈ１８．１０改定）
・レコード制作基準 Ｓ２７．１１（Ｈ１８．１０改定）
・レコード倫理審査会規程 Ｓ３０．５（Ｈ１８．１０改定）

マ
ス
コ
ミ
全
般

マスコミ倫理懇談会全国協議会（Ｓ３３．１）
千代田区内幸町２―２―１
日本プレスセンタービル８階 日本新聞協会内
TEL ０３―３５９１―３４６５

各業界ごとに規定
・新聞倫理綱領 Ｈ１２．６
・放送倫理基本綱領 Ｈ８．９
・雑誌編集倫理綱領 Ｈ９．６改訂
・映画倫理規定 Ｈ１０．５改訂
・レコード倫理綱領 Ｓ２７．１１
・全日本広告連盟広告綱領 Ｓ６１．５改訂
などに基づき基準を作成

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

カ
フ
ェ
・
漫
画
喫
茶

日本複合カフェ協会（Ｈ１３．６）
千代田区二番町１番地 番町ハイム３３７
TEL ０３―３２３７―２２５３

・店舗運営における自主規制基準
（店舗運営ガイドライン） Ｈ２０．９改訂


